
 

 

 

 

 

漁 場 計 画 内 容 
 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２５年９月１日免許） 
 

佐 賀 県 有 明 海 区 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

共 同 漁 業 権 

（ そ の １ ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 共 第 １ 号 
 

  



１ 共同漁業（その１） 

 (1) 公 示 番 号   有共第 1 号 

 (2) 免許の内容たるべき事項 

   ア 漁業の種類  別表第１のとおり 

   イ 漁業の名称  別表第１のとおり 

   ウ 漁業の時期  別表第１のとおり 

   エ 漁場の位置  別表第１のとおり 

   オ 漁場の区域  別表第１のとおり 

 (3) 制限又は条件 

   ア 港湾区域内又は河川のみお筋付近において操業する場合は、船舶の航行を

妨げてはならない。 

   イ 待網漁業及び四つ手網漁業のこうで網に使用する建竹並びにあみもじ網漁

業及びこうもり網漁業に使用する建竹は、その潮の操業が終わったときは、

直ちに取り除かなければならない。 

   ウ 筌羽瀬漁業の操業する範囲は、距岸 1,000 メートル以内とする。 

   エ 潟羽瀬漁業及びこうで待網漁業の片こうでの長さは、100 メートル以下とす

る。 

   オ 三尺網漁業に使用する網は、長さ 500 メートル以下、網幅１.５メートル以

下、操業時の網の高さ１メートル以下、網目は３.４センチメートル以上でな

ければならない。 

 (4) 免許予定日  平成２５年９月１日 

 (5) 申 請 期 間  平成２５年６月２０日から平成２５年７月１９日まで 

 (6) 関 係 地 区  神埼市千代田町、佐賀市（三瀬村、富士町及び大和町を除く。）、

小城市芦刈町、杵島郡白石町、同江北町、鹿島市、嬉野市塩

田町、藤津郡太良町 

備考 

 存 続 期 間  平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで 

 漁場計画図  別図第１のとおり  

  

  



 

 

別表第１ 

漁業種類 漁 業 の 名 称 漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 種 

共同漁業 

 

あ さ り 漁 業

は ま ぐ り 漁 業

か き 漁 業

し お ふ き 漁 業

あ か が い 漁 業

は い が い 漁 業

に し 漁 業

も が い 漁 業

ま て が い 漁 業

ば い 漁 業

あ げ ま き 漁 業

う み た け 漁 業

か ら す が い 漁 業

た い ら ぎ 漁 業

うみほうずき 漁 業

しゃみせんがい 漁 業

くまさるぼう 漁 業

し ゃ こ 漁 業

た こ 漁 業

いそぎんちゃく 漁 業

餌 む し 漁 業

あ お の り 漁 業

1月1日から12月31日まで 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

10月1日から翌年 5月31日まで 

3月1日から 7月31日まで 

1月1日から12月31日まで 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

             〃 

筑後川河口

から佐賀・

長崎両県の

境界に至る

間の佐賀県

地先（有明

海） 

 

 

 

 

 次の基点第２号、ア、イ、ウ、エ、オ及びカ

の各点を順次に結んだ直線と点カと基点第３

号を結ぶ今里川の中央線並びに最大高潮時海

岸線とによって囲まれた地域。ただし、特定河

川の境界は次のとおりとし、その他の河川は海

面から第１番目の橋梁の下流端とする。 

 

早津江川･････佐賀市川副町大字大詫間字

昭和搦南西角と同市同町大字犬井道字

平和搦北東角を結んだ直線 

八田江･････八田江ひの２（通称八丁井樋）

の下流端 

嘉瀬川及び本庄江･････佐賀市嘉瀬町南側

海岸堤塘線を東西に延長した直線 

福所江･････小城市芦刈町大字下古賀字昭

和搦北西角から真方位 270 度に引いた

直線 

六角川･････国道 444 号住ノ江橋下流端 

塩田川･････ＪＲ九州長崎本線鉄橋下流端 

浜 川･････ＪＲ九州長崎本線鉄橋下流端 

 

基点第１号…福岡県柳川市七ツ家の南西角

に設置された有明海佐賀・福岡両県漁

場境界標石柱 

基点第２号…佐賀市川副町大字大詫間字元

治搦の南東角に設置された有明海佐賀

・福岡両県漁場境界標石柱 

基点第３号…藤津郡太良町と長崎県諫早市

小長井町とにかかる友尻橋下流側の中

央点 

基点第４号…藤津郡太良町大字大浦牟田向

山に設置された佐賀・長崎両県漁場境

界標石柱 

基点第５号…長崎県諫早市小長井町遠竹名

字釜清水鼻国道 207 号護岸の佐賀・長

崎両県漁場境界標石柱 

 

点ア…基点第１号と基点第２号とを結んだ

直線上の中央点 

点イ…藤津郡太良町竹崎島東端から点ア見

通し線上 1,000 メートルの点 

点ウ…点アから長崎県雲仙岳一等三角点を

見通した直線と藤津郡太良町竹崎島南

西端から福岡・熊本両県境界に設置さ

れた境界標石柱を見通した直線との交

点 

点エ…点オから長崎県雲仙市国見町多比良

港西側防波堤付根見通し線上 4,988 メ

ートルの点 

点オ…基点第４号から基点第５号を見通し

た線上 50 メートルの点 

点カ…基点第４号と基点第５号を結んだ直

線上の中央点 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 種 

共同漁業 

 

建 干 網 漁 業

（建干小定置漁業、張

切網漁業及び碇止建

干網漁業を含む。）

江 切 網 漁 業

（江切小定置漁業を含

む。） 

潟 羽 瀬 漁 業

（筌羽瀬漁業を含む｡）

桝 網 漁 業

竹 羽 瀬 漁 業

あ み も じ 網 漁 業

こ う も り 網 漁 業

こうで四つ手網 漁 業 

（棚四つ手網漁業を含

む。） 

待 網 漁 業

（手押網漁業、繁網漁

業及びこうで待網漁

業を含む。） 

三 尺 網 漁 業

か に か ご 漁 業

い か か ご 漁 業

むつごろううけ 漁 業

あ な ご か ご 漁 業

（うけを使用するもの

を含む。） 

う な ぎ か ご 漁 業

（うけを使用するもの

 を含む。）         

は ぜ か ご 漁 業

（うけを使用するもの

 を含む。） 

1月1日から12月31日まで 

 

 

 

             〃              

 

 

             〃             

 

             〃             

             〃             

             〃             

             〃             

             〃             

 

 

             〃             

 

 

 

             〃             

             〃             

             〃             

             〃             

             〃 

 

 

             〃 

 

 

             〃 
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共 同 漁 業 権 

（ そ の ２ ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 共 第 ２ 号 

有 共 第 ３ 号 
 

  



２ 共同漁業（その２） 

 (1) 公 示 番 号  別表第２のとおり 

 (2) 免許の内容たるべき事項 

   ア 漁業の種類  第３種共同漁業 

   イ 漁業の名称  築磯漁業 

   ウ 漁業の時期  １月１日から１２月３１日まで 

   エ 漁場の位置  別表第２のとおり 

   オ 漁場の区域  別表第２のとおり 

 (3) 免許予定日  平成２５年９月１日 

 (4) 申 請 期 間  平成２５年６月２０日から平成２５年７月１９日まで 

 (5) 関 係 地 区  別表第２のとおり 

備考 

 存 続 期 間  平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで 

 漁場計画図  別図第１のとおり 

  



 

 

別表第２ 

公示番号 漁場の位置 漁  場  の  区  域 関  係  地  区 

有共第２号 

 

 

 

沖神瀬地先 

 

 

 

 沖神瀬灯標を中心として半径 500 メートルの円周

によって囲まれた区域 

 

 

 神埼市千代田町、佐賀市（三瀬村、富士

町及び大和町を除く。）、小城市芦刈町、

杵島郡白石町、同江北町、鹿島市、嬉野市

塩田町、藤津郡太良町 

有共第３号 

 

 

 

太良町大浦鶴ノ瀬

地先 

 

 

 次の点アを中心として半径 500 メートルの円周に

よって囲まれた区域 

 点ア…藤津郡太良町竹崎島に設置された夜灯鼻灯

台から真方位 45 度 00 分 1,000 メートルの点

同    上 
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人工島
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に設置された境界

標石見通し

鹿
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大

詫

間

中
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塩
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廻
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　別図第１　共同漁場の漁場計画図
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